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   第 ８ 回  熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成27年１月26日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時１分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

  ①特措法一時金貸付の償還に係るチッソ 

   からの要請について 

  ②熊本市における光化学スモッグ注意報 

   等発令及びＰＭ２．５注意喚起の地域 

   区分の見直しについて 

  ③平成 26年度熊本県労働条件等実態調 

   査について 

  ④阿蘇山の噴火に伴う影響及び対応につ 

   いて 

  ⑤荒瀬ダム撤去について 

  ――――――――――――――― 

出席委員（７人） 
        委 員 長 山 口 ゆたか 
        副委員長 橋 口 海 平 

        委  員 西 岡 勝 成 
        委  員 城 下 広 作 
        委  員 鎌 田   聡 
        委  員 重 村   栄 

        委  員 佐 藤 雅 司 
欠席委員（なし）         
委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

          部長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 田 代 裕 信 

        環境局長 村 山 栄 一 

      環境政策課長 正 木 祐 輔 

      首席審議員兼 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

      環境保全課長 川 越 吉 廣 

 商工観光労働部 

          部長 真 崎 伸 一 

      総括審議員兼 

政策審議監兼商工政策課長 髙 口 義 幸 

      商工労働局長 宮 尾 千加子 

    観光経済交流局長 渡 辺 純 一 

    商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

      労働雇用課長 松 岡 正 之 

  首席審議員兼観光課長 中 川   誠 

 企業局 

          局長 古 里 政 信 

   次長兼総務経営課長 五 嶋 道 也 

        工務課長 福 原 俊 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

   ――――――――――――――― 
  午前10時０分開議 

○山口ゆたか委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第８回経済環境常任委員会

を開会いたします。 

 それでは、報告に入ります。 

 報告の申し出が、環境生活部から２件、商

工観光労働部から２件、企業局から１件あっ

ております。 

 それぞれの担当課長から説明を受けた後

に、一括して質疑を受けたいと思います。執

行部の説明は着座のままで簡潔に行ってくだ

さい。 

 それでは、報告１、特措法一時金貸付の償

還に係るチッソからの要請について、環境政

策課から説明をお願いします。 

 

○正木環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 特措法一時金貸付に係るチッソからの要請
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について御説明します。 

 右上に「別冊」とある環境生活部報告資料

をごらんください。 

 本件につきましては、９月議会の本会議で

も御議論いただいていたところですが、この

たび環境省から通知が発出され、国の考え方

が示されたことから、今委員会で御報告させ

ていただくものでございます。 

 では、お開きいただきまして、１ページの

１をごらんください。 

 チッソへの貸し付けについては、①から⑥

まで６種類の貸し付けがあり、未償還額の合

計は約2,268億円ございます。 

 ２をごらんください。 

 今般、国に対してチッソから要請があり、

その内容について御説明します。 

 １つ目の丸ですが、今後、この１の図にあ

る緑色の⑥平成22年特措法一時金貸付の償還

が平成28年３月から始まり、そして、⑤平成

７年政治解決一時金貸付の償還が平成30年３

月から始まることとなっております。 

 ２つ目の丸が要請内容の本体ですが、この

青色の①から③の既往公的債務と⑤⑥の一時

金貸付の償還の合計額が、平成27年度から４

年間著しく増大する見込みであり、平成28年

３月から償還予定の⑥平成22年特措法一時金

貸付について、据置期間及び償還期間を４年

延長し、平成32年３月から償還を開始させて

いただきたいとの要請でございます。 

 図で説明しますと、この１ページの下のグ

ラフをごらんいただければと思いますが、平

成27年度から平成30年度が、この緑色の部分

によって膨らんでいるのがおわかりになるか

と思います。これを２ページの上のグラフの

ように据置期間及び償還期間を４年延長する

ことで負担を平準化したいというものでござ

います。 

 それでは、３ページをお開きいただければ

と思います。 

 ３の(1)をごらんください。 

 下線部をごらんいただければと思います

が、平成22年４月16日の閣議決定において、

チッソ株式会社に対する支援措置については

国の施策として行われること、また、チッソ

株式会社からの地方債の元利償還財源の確保

が困難となった場合には、国において万全の

措置を講ずることが明記されております。 

 その上で、国の財政措置の仕組みが具体的

にどうなっているか、(2)をごらんいただけ

ればと思いますが、国において万全の措置と

今申し上げましたが、貸付財源につきまして

も、この(a)国庫補助金が85％、(b)政府資金

による一時金県債が15％と、100％国のほう

で手当てされております。それを、(c)です

が、県が水俣・芦北地域振興財団に出資し、

出資されたものを、(d)にあるように財団が

チッソに貸し付け、チッソはそれをもとに一

時金等の支払いを行います。 

 次に、(e)ですが、チッソから財団に償還

があれば、(f)ですが、財団は県に返還し、

それを一部は(g)で環境省に返還、一部は(h)

で政府資金に償還します。(h)の一時金県債

の償還については、仮にチッソからの償還が

なかったとしても、(i)で国によって100％交

付税措置されることとなっております。 

 ４をごらんください。 

 今回のチッソの要請を受け、国から県宛て

に通知が発出されております。 

 その内容ですが、環境省が財務省及び総務

省と調整した結果として、(1)平成22年特措

法一時金貸し付けの償還、すなわち(e)の部

分ですが、償還期間及び据置期間について

は、同社による自助努力の実施を前提に、４

年間に限り延長することを認める。また、

(2)その場合においても、この上の３(1)の閣

議決定等に基づく措置に影響はない、すなわ

ち延長を認めた場合も、３で御説明したよう

に、国において万全の措置を講ずる、国が10

0％手当てするという仕組みに変更がないこ

とが明らかにされております。 
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 次に、５ですが、仮に国の対応方針どおり

チッソの要請を認め、据置期間及び償還期間

を延長した場合の本県財政への影響について

御説明いたします。 

 まず、チッソからの償還がない場合、県財

政に影響があるかどうかですが、チッソから

の償還がない場合も、先ほど御説明したよう

に、この(h)22年特措法一時金貸し付けの償

還金は、国から、(i)ですけれども、元利償

還金の100％について交付税措置を受けてい

るため、県の手出し額はございません。 

 また、逆に約定どおりチッソからの償還が

開始された場合、県財政に影響があるかです

が、その場合も、(g)国庫補助金相当額は環

境省に返還し、(h)県債相当額は県債償還に

充てられるため、県の手元に残る額はなく、

県への収入はないことになります。 

 以上より、閣議決定に基づく財政措置が講

じられる限り、据置期間及び償還期間が延長

されても県財政への影響はないと考えており

ます。 

 説明は以上です。よろしく御審議のほどお

願いいたします。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告２、熊本市

における光化学スモッグ注意報等発令及びＰ

Ｍ2.5注意喚起の地域区分の見直しについ

て、環境保全課から説明をお願いします。 

 

○川越環境保全課長 環境生活部の報告事項

の１ページをお願いいたします。 

 熊本市における光化学スモッグ注意報等発

令及びＰＭ2.5注意喚起の地域区分の見直し

についてでございます。 

 熊本市が、本年３月上旬をめどに、大気の

常時監視測定局を移設または新設することに

より、これまで別の地域となっておりました

旧植木町及び旧城南町をあわせて、熊本市を

２つの地域に分けて、行政区ごとに発令でき

る監視体制とする予定としております。 

 そこで、県としましては、県民へのきめ細

やかな情報提供を目的に、熊本市の行政区単

位での地域割りを含め、学識者との協議を踏

まえた上で、発令等の地域区分を見直すこと

としております。 

 変更した部分がわかりやすいように、次の

ページの図で説明いたしたいと思います。 

 ２ページの図でございますが、まず光化学

スモッグ注意報等の発令地域でございます。 

 これまで、熊本市を１地域として県全体を

16の地域に分けておりましたけれども、旧植

木町と旧城南町を加えた形で熊本市を２つの

地域に分けておりますので、見直し後では17

地域となっております。下の見直し後の点線

で囲った中で、白抜きの星マークが移転、新

設される測定局となります。 

 次のページに、ここの枠内見にくうござい

ますので、熊本市周辺を拡大したものをつけ

ております。３ページをごらんください。 

 上下の図を見比べていただきますと、下の

図のほうを見ていただきまして、下の図の黒

丸地点はこれまでと変更のない測定局でござ

います。ほかの３カ所を移転いたしまして、

さらに１カ所が新設という形になりまして、

光化学スモッグの測定局は熊本市は５局から

６局という形になります。 

 なお、嘉島町についてでございますが、ち

ょうど熊本市の青の部分の中に嘉島町を入れ

ておりますけれども、熊本市の測定局、ちょ

うど秋津の測定局と城南町の測定局に挟まれ

た形でございますので、嘉島町につきまして

は熊本地域に加えております。 

 次に、４ページのＰＭ2.5の注意区分の区

割りでございますが、行政区単位での発令を

考慮し、熊本市の旧植木町にも測定局が新設

されるということでございますので、旧植木

町を県央区域にまとめております。 

 なお、今年度、熊本市がＰＭ2.5の測定器

を２基増設しております。熊本市が６局から

８局という形でＰＭ2.5の測定をやるという
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ことでございますので、県の既存設置局20局

と合わせまして、熊本県内全28局で測定する

ことになります。 

 今後も測定データを集積し、また解析しな

がら、新たな知見が得られれば、必要に応じ

区域の見直しを行っていきたいと考えており

ます。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告３、平成26

年度熊本県労働条件等実態調査について、労

働雇用課から説明をお願いします。 

 

○松岡労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 別冊でお配りしております平成26年度熊本

県労働条件等実態調査(部分速報)をお願いい

たします。 

 １ページをお願いいたします。 

 調査の概要ですが、本調査は、県内事業所

の労働条件を把握するために、直近の経済セ

ンサスの事業所名簿から正社員５名以上を雇

用する事業所を2,000抽出して毎年実施して

いるものでございます。 

 今年度は1,092の事業所から回答があり、

現在集計中ですが、就業形態や賃金等の一部

を先行して取りまとめましたので、少し事務

的となって恐縮ですけれども、部分速報とし

て報告させていただきます。 

 ２ページをお願いします。 

 就業形態ですが、正社員の割合は72.3％と

なっております。参考として、下の円グラフ

ですが、５年前の調査結果を右につけており

ます。調査項目が異なりますので、純粋な比

較はできませんが、平成21年度のデータと比

較しますと、正社員は1.6ポイントの減とな

っております。下に産業別のグラフをつけて

おります。建設業では正社員の割合が高く、

宿泊業、飲食サービス業では低くなっており

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 (2)正社員における男女の割合です。 

 図３では、男性57.3％、女性42.7％となっ

ております。５年前と比較しますと、女性の

割合が5.9ポイントほど増加しております。 

 (3)年齢構成ですが、業種別に見ますと、

建設業、運輸業、教育、学習支援業では55歳

以上の割合が高くなっており、運輸業、農林

漁業では24歳以下の比較的若い世代の割合が

低くなっております。 

 ４ページの上段ですけれども、年齢階層別

男女割合をつけております。 

 女性の割合は、24歳以下が最も高くなって

おり、35歳から44歳までの年代層が37.1％と

低くなっております。子育て世代の女性が離

職や正社員以外の働き方を選択されているこ

とが類推されると思っております。 

 (4)管理職の登用状況ですが、係長以上の

管理職に占める女性の割合は26.8％となって

おります。５年前と比べると6.2ポイントほ

ど増加しております。下の折れ線グラフをご

らんいただきたいんですが、課長、部長の役

職ごとに若干でこぼこはありますけれども、

おおむね増加傾向にあります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 正社員の所定内賃金ですが、１人当たりの

賃金は24万1,477円となっております。従業

員が50人規模を超えると賃金水準も増加して

いるようです。産業別には、金融業、保険

業、情報通信業が比較的高く、農林漁業が低

くなっております。 

 全国との比較を６ページの上段に記載して

おります。 

 本調査は、県独自調査のため、全国との比

較ができませんので、厚労省の毎月勤労統計

調査の結果を参考で記載しております。全国

平均26万4,644円に対して本県は23万5,952円

と、約９割程度の水準となっております。 

 次に、(2)賃上げ実施状況でございます

が、賃上げを行った企業は全体の４分の３程
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度で、５年前と比較すると大幅に増加してお

ります。従業員300人以上の企業では100％の

実施となっております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 育児休業の取得状況です。 

 過去１年間に、育児休業の対象となる職員

が育児休業を取得した割合は、女性が92.6％

で、５年前と比べ11.2ポイントほど増加して

おりますが、男性は1.6％と伸び悩んでおり

ます。全体としては、女性の取得者の増加に

よって46.1％と15ポイントほど増加している

状況です。 

 以上、今年度の調査を部分的に報告させて

いただきましたが、全体の集計結果につきま

しては３月までにはお届けしたいと考えてお

ります。 

 労働雇用課、説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告４、阿蘇山

の噴火に伴う影響及び対応について、観光課

から説明をお願いします。 

 

○中川観光課長 観光課でございます。 

 資料は、Ａ４の１枚物、表裏の紙を配付い

たしております。ごらんください。 

 阿蘇山の噴火に伴う影響及び対応について

でございます。前回12月の委員会報告後の主

な変更点を中心に御説明いたします。 

 まず、１、地元宿泊施設、観光施設等への

影響等でございます。１月23日現在でござい

ます。 

 阿蘇・南阿蘇エリアの宿泊施設での宿泊キ

ャンセルは、延べ4,200人となっておりま

す。年明けの雪の影響もあったのではないか

と見ております。同エリアの観光施設等で40

0人程度のキャンセルも確認しております。

海外につきましては、個人旅行者の一部にキ

ャンセルの動きは残っているものの、団体ツ

アーについては目立ったキャンセルの動きは

見られません。 

 次に、２、現在の対応状況でございます。 

 まず、(1)風評被害防止対策ですが、国内

外への情報提供への状況につきましては変更

はございません。 

 下段をごらんください。各種キャンペーン

等でございます。 

 年末から、関西・福岡方面を中心に、プロ

モーション活動を展開中でございます。ＪＲ

西日本等と連携をいたしまして、京阪神エリ

アで、大阪駅等のモニターを活用しまして、

阿蘇を中心としたスポットＣＭを放映中でご

ざいます。 

 また、同じく、ＪＲ西日本のテレビモニタ

ーつきの全車両でも、阿蘇を中心としたスポ

ットＣＭを放映中でございます。これはもう

昨年の12月から動いているキャンペーンでご

ざいます。 

 また、西鉄電車等も活用いたしましてＰＲ

もいたしております。西鉄電車の全車両にポ

スター提示でございます。 

 また、西鉄の100円の循環バス、いわゆる

車内ジャックをいたしまして、これは年末か

ら取り組んでいるところでございます。(｢１

月１日」と呼ぶ者あり)済みません。循環バ

スは１月１日から今月いっぱいでございま

す。 

 また、一番最後でございますが、「くまも

と阿蘇は元気ですキャンペーン」というもの

を今月15日から３月15日までの期間で取り組

んでおります。特典クーポン等を掲載したパ

ンフレットを作成いたしておりまして、４万

部、これを配布いたしてキャンペーンを行っ

ているところでございます。 

 裏面をごらんください。 

 (2)の経営支援対策でございます。 

 12月から、関係機関に経営・金融相談窓口

を設置し、経営、金融の支援を行っておりま

す。１月19日現在で５件の相談があっており

ます。 
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 ３でございます。 

 県としての今後の対応でございます。 

 引き続き、県内の宿泊施設、観光施設等に

おける影響等について情報収集を行うととも

に、風評被害を防止するため、観光客の視点

に立って広く正確な情報提供を行ってまいり

ます。 

 また、キャンペーンにつきましては、てこ

入れを行います県外客を対象に「くまもと阿

蘇は元気ですキャンペーン」の第２弾を翌月

２月１日から３月いっぱいで展開する予定で

ございます。 

 また、あわせて、ＪＲ西日本との共同キャ

ンペーン、これは昨年の10月からやっている

ものでございますが、アリスインワンダーラ

ンド熊本、３月いっぱいまでのこのイベント

等を活用しまして、阿蘇・熊本のＰＲに積極

的に取り組む予定でございます。 

 以上でございます。御審議のほどお願いい

たします。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告５、荒瀬ダ

ム撤去について、企業局から説明をお願いし

ます。 

 

○五嶋企業局次長 企業局でございます。 

 報告事項の企業局分の資料の１ページをお

願いいたします。 

 荒瀬ダム撤去に関する取り組み状況につい

て御報告いたします。 

 昨年11月以降の取り組みでございます。 

 まず、１の工事用道路及び施工ヤードの整

備でございますが、本格的な発破による撤去

工事を実施するために、ダム上流部に工事用

道路及び施工ヤードを整備しております。ヤ

ードの材料には、ダム上流にたまっておりま

した砂を利用するなど、より濁りが生じない

ような工夫をしております。 

 写真をごらんいただきたいと思います。 

 上段が、昨年10月末の状況でございます。

点線の枠囲みが、今年度撤去する部分でござ

いますが、このうち黄色の部分は10月末時点

で撤去済みの箇所でございます。 

 現在は、下の写真でございますが、工事用

道路、施工ヤードの整備を完了し、本体みお

筋部の撤去に着手している状況です。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２のダム本体右岸みお筋部の撤去について

でございます。 

 (1)撤去の手順につきましては、ブロック

ごとに制御発破を行い、その後ブレーカーに

より小割りしたものを導水トンネルへ埋め戻

していきます。現時点までに図で示しており

ます①から④までの撤去を完了しておりま

す。 

 次に、(2)撤去状況です。 

 アの制御発破の状況写真をごらんくださ

い。 

 昨年12月８日から発破を開始しております

が、大きなブロックは数回に分けて合計８回

の発破を行いました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 イの小割り作業の状況です。 

 発破したコンクリート殻は、導水トンネル

へ埋め戻すため、20センチ程度に小割りして

おります。 

 次は、ウの導水トンネル内の埋め戻し作業

の状況でございます。 

 小割りしたコンクリートは、取水口から搬

入し、約600メートルのトンネル内を運搬

し、奥から順に埋め戻しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 下流から見た進捗状況でございます。上が

着手前で、中段が現在の状況でございます。 

 次に、下段の写真ですけれども、これはイ

メージ写真でございます。今年度の工事完了

後は、このように川の上下流がつながる予定

でございます。 

 最後に、もう一度２ページをお願いいたし

ます。 
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 今後は、上段の図の⑤から⑦部分の撤去を

進めてまいりますが、これからは河川水位よ

り下の作業となりますので、引き続き安全や

環境に十分配慮して、荒瀬ダムの撤去を着実

に進めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口ゆたか委員長 以上で報告の説明が終

了しました。質疑を受けたいと思います。 

 

○佐藤雅司委員 阿蘇火山の噴火の話です

が、24年の九州北部豪雨の災害以来、皆さん

結構投資をしながら、旅館、ホテル等も装置

産業ですから結構いろいろやっています。そ

の中で、ダブルパンチで今回そういうことに

なりましたが、ある意味トリプルの話ですた

いね。 

 １つは、これはそれと関係はあるかないか

ちょっとわからぬのですが、かなり観光バス

がやっぱり高くなっているということで、旅

館、ホテルの利幅が少なくなっているんです

ね。その上に今度の降灰関係だもんですか

ら、非常につらい思いをされていると。 

 24年の災害以来、皆さん本当に頑張って、

県の皆さん方も本当に御努力をいただきまし

て、かなり回復してきたなというやさきの話

だもんですから、非常にそういう意味でもト

リプルと私は言っているんですけれども、そ

の観光バスあたりが、他県の状況――もちろ

ん、例のやっぱり深夜のバスの話とか、いわ

ゆる長時間の運転手の関係で、かなり国交省

あたりも厳しいいわゆる稼働時間を制約して

いるということから、かなり高くなっている

んですね。その辺で利幅が少なくなっている

上に今度のあれだもんですから、非常につら

い話なんですが、その辺いわゆる全国各地の

各県の対応あたりはどうなのかなというとこ

ろがありますので、その辺何かもしそういっ

たところの情報があれば、教えていただきた

いなと思っていますけれども。 

 

○中川観光課長 観光課でございます。 

 今委員御指摘のバスの問題、これはいわゆ

る貸し切りバスでございます。観光バスも含

めた貸し切りバス全般でございますが、皆さ

んも御記憶にあられると思いますが、大きな

事故が深夜バス等で起こっておりますので、

今委員御説明ありましたように、国土交通省

のほうで安全策というのを重点に見直しを進

められるということで、全国一律で貸し切り

バスの安全対策をベースにした、特に雇用問

題、労働問題点の改善部分というのを盛り込

んだ改正がなされております。そのことによ

りまして、平たく言いますと、その改正に対

応できないような零細なところなんかは、な

かなか継続して運営するのが厳しくなってお

りまして、結果としまして運用できるバスの

台数なんかが厳しくなっているというのは聞

いたことがございます。 

 ただ、一方国のほうも、それによります

と、現場でのバスの対応、確保等が厳しくな

るというのがございますので、これまで各県

ごとでバスの営業等が決められているのを県

をまたいで営業許可をするという手続を臨時

的に速やかにできるような体制もとられてま

すので、県内のバスの状況につきましては、

必要な場合は他県からの営業によってカバー

できるような体制がとられております。でご

ざいますので、いろんな行事、例えば大きな

大会等が集中しないような場合は、バスの確

保についてはできている状況でございます。 

 ただ、一方、委員御指摘がありました、そ

の利によりまして――料金というのも、それ

はもともと――済みません、長くなりまし

て。労働状況等を見ての対応でございますの

で、運行時間をきちんと見て料金体系を計算

するということになっていますので、いわゆ

るダンピング等なんかができない、そういう

ことをするところは厳しく摘発すると、そう

いうことがなされているということでござい



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年１月26日) 

 - 8 -

ます。 

 長くなりました。以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員 これから、海外あたりの誘

客も、かなり力を入れてやっていただくとい

うことになっております。それから、国内

も、いよいよ２月から、やがてなんですが、

春の観光シーズンの幕あけということになり

まして、かなり今からが本番だなというとこ

ろで、そういった火山の被害があったり、そ

れからいろんな高騰があったりしますと、非

常に経済的に打撃を受けてまいりますので、

そういった全体的な措置をお願いしたいなと

いうふうに思っております。よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○西岡勝成委員 チッソの債務の返済の猶予

に関してですが、チッソが地元に残って自力

で患者補償を続ける、いろんな債務を償還し

ていくと、これはもう前提で我々もやってき

ておりまして、今回の特措法に基づく多額の

貸付金に対して、これを猶予といいますか、

先に延ばすということはいいことだと思うん

ですけれども、この１ページの青い表で既に

償還が済んでいるような部分もありますよ

ね。３番目のやつで、平成20年の９月償還終

了予定と。これは、こういうのは済んでおる

んですか。まだ償還額が残っているような形

になっていますけれども、３番。(山口ゆた

か委員長｢設備県債」と呼ぶ)③設備県債。平

成20年９月償還終了と書いてあって、未償還

額約94億と書いてありますが……。 

 

○正木環境政策課長 済みません。ここの償

還終了と書いておりますのは、約定どおりの

償還に基づけば、20年９月に償還が終了して

いるというものですけれども、この①から③

につきましては、チッソ金融支援の抜本策に

基づきまして、一部返せないものについては

返済を猶予しているところでございます。で

も、こちらにつきましても、借金であること

には変わらないので、返していただく必要は

あると考えております。 

 

○西岡勝成委員 ということは、要するに、

現在も約2,268億円残っているということで

すよね。すると、１ページの平成30年にごそ

っとこの青い部分と赤の部分が――赤の部分

はともかくとして青い部分がごそっと額が少

なくなるのも、この説明表の２ページの上に

書いてあるんですが、これは実質的に減るん

ですか。猶予した分も含めて減るんですか。 

 

○正木環境政策課長 こちらのグラフにある

減っている部分については、約定で償還して

いるもので、猶予したものはこちらについて

は含めておりません。 

 

○西岡勝成委員 ということは、31年から実

質的に青い部分はごそっと減ると考えていい

わけですね。 

 

○正木環境政策課長 済みません。約定では

31年から減るんですけれども、猶予している

部分がありますので、これは今後払っていた

だかないといけないものでございます。 

 

○西岡勝成委員 それで、31年から猶予する

今度の32年までの緑の部分ですね。この先と

いうのはどういう想像になるんですか。予想

図みたいな感じ。 

 

○正木環境政策課長 この緑の部分について

は、52年の９月に償還終了予定となっており

ます。もし仮に今回のチッソの要請を入れて

４年間据え置き延長すれば、56年９月に償還

終了予定となろうかと思います。 
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○西岡勝成委員 すると、ずっと緑の部分は

横にいくという形ですね。 

 

○正木環境政策課長 はい、おっしゃるとお

りでございます。 

 

○西岡勝成委員 ずっと長くいく。かなり、

しかし、会社としては、ずっと大きな負担

が、だらだらだらだらというとおかしいけれ

ども、ずっと続くということですね。 

 

○正木環境政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 済みません。今の関連になり

ますけれども、先ほど説明をしていただいた

資料の中に、なぜ猶予をするのかという理由

が述べられてないんですけれども、増大する

から猶予するのか、増大してどういうふうに

チッソに対して影響を与えるのか、その辺の

理由がないままに要請が来ているというのは

少しおかしいかなと思いますけれども。 

 

○正木環境政策課長 今般、国から県に対し

て通知がありまして、国のほうで環境省、総

務省、財務省を含めて議論をされたところで

あると聞いております。 

 国が今回据え置き延長もやむなしと判断さ

れた背景を聞きますと、１つはチッソの経営

なんですけれども、今は円安がありまして、

ある程度経営状況が安定している部分もある

んですが、ただ、この円安というのもいつま

で続くかわからないという部分もあり、ま

た、化学品事業、あるいは肥料販売等は販売

が減っておりまして、先行きは不透明という

ふうに聞いております。 

 そして、もし仮に、経営状況が今の状態の

まま安定して現在と同程度の経常利益を上げ

られたとしても、患者補償が年間20億円程度

ございまして、また租税公課、税金ですけれ

ども、これも数億円程度ございますので、そ

の必要額を除くと経常利益で償還額が賄えな

くなり、継続した患者補償を全うさせつつ、

公的債務の返済を行うためには、延長もやむ

ないという判断をされたというふうに聞いて

おります。 

 

○鎌田聡委員 ちょっとよくわからないんで

すけれどもね、円安がいつまで続くかわから

ないということで話がありましたが、そもそ

もこれを決めたときは、そういった円安の動

きとかはなかったと思うんですね。 

 それと、もう１つあるのが、実際、今経常

利益が多分昨年度91億ぐらいあって、大体そ

のくらいが推移してて、全くこの４年間その

枠内で返済できるわけですよね。できますけ

れども、じゃあ経常利益がありますけれど

も、その内部留保は幾らかをきちんと納めて

いかな、取っていかないかぬという詳しい理

由がないままに４年間先送りするというのは

――これは青いのがこうやってそれが下がる

というのも、これもわかっていた話だと思

う。何か特殊要因があって、この４年間が少

し返済額がちょっと大きくなったという、何

かもう少し明確な理由がないままに、ただ猶

予してくれということは、少し、ちょっとそ

のままのんでいくのはおかしい話じゃないか

なと思います。 

 

○正木環境政策課長 この約定の償還は、も

う既にわかっていた話ではないかという御指

摘なんですけれども、この緑の部分、特措法

の一時金貸し付けですけれども、特措法の判

定は昨年終わったところですが、これが想定

していたよりもかなり多くの方が判定された

ということで、予想以上にこの緑の部分が膨

らんだというところでございます。 

 済みません。先ほどの説明でちょっと十分

説明できていませんでしたが、確かに今順調



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年１月26日) 

 - 10 -

にいけば、現在の経常利益90億円程度あるん

ですけれども、ここから患者補償が年間20億

円程度ありまして、さらに税金も数億円程度

払わないといけないので、この70億を払うと

いうのは経常利益の中からは難しいというと

ころでございます。 

 

○鎌田聡委員 特措法で想定していたのは幾

らだったんですか。この返済は年間……(山

口ゆたか委員長｢難しいんじゃないでしょう

か、それは」と呼ぶ)いやいや、倍ぐらい出

てしまったという、何かもう少し明確な理由

があって、これだけ４年間きついから猶予し

てくれというのが、やっぱりそういった理由

がきちんと出されてこなければ、なかなか―

―前例を言えば、もう余り言いたくないです

けれども、200何十億か棒引き、もうチャラ

になっているやつもあるわけですよね。また

先送りしてそういうことでなってしまうと、

これはもう県民の負担、国民の負担につなが

っていくわけですから、もう少しちょっと明

確にした上で、これならやっぱりきちんと私

たちもこれはやっぱり認めていかなならない

という理由を示していただきたいと思います

けれども。 

 いずれにしても、これを決定するのは――

その辺の時期も、きょうの中で、もうこれで

いきますという話になるのか、いつ県として

こういった判断をするのかというのも示して

いただきたいと思います。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 まず、特措法が始まるときに、どのくらい

の救済一時金対象者を想定していたかという

ことについて、お答えをさせていただきま

す。 

 一応特措法が始まりましたときには、約２

万人分の一時金必要額が国のほうで措置をさ

れたと記憶しております。ただ、これはあく

までも当面と申しますか、一時金対象者の方

に順調に遅滞なく支払いをしていくというこ

とでこの金額を用意されたということで、こ

の２万人分で確定をさせるということではな

かったかと思います。 

 その後も申請者がたくさんありまして、順

調に支払いをしていくために、随時議会のほ

うの御理解も得ながら、一時金の貸し付け支

援についてさせていただいたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○正木環境政策課長 今回、国から通知が出

て、こちらで御報告させていただきました

が、これでもう決定でこれでいきますという

ことではなく、最終的には２月議会で当初予

算を御審議いただきますが、そこにチッソの

償還の話も入ってくると思いますので、そこ

で最終的に御相談するということになろうか

と思います。 

 委員御指摘のとおり、本当に必要なのかと

いうこと、今般国から通知がありましたが、

いただいた意見を踏まえて、チッソやあるい

は国とそこら辺は議論して、本当に、交付税

措置されるとは言いながら、交付税というの

は最終的には国民の税金ですので、本当に必

要なのかということをチッソ、国と議論して

いきたいと考えております。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、また２月の議会の中

で、今言いましたような、もう少し県民に説

明がつくようなわかりやすい資料も示してい

ただいて、その上でやっぱり判断もしていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

○西岡勝成委員 ちょっと関連でいいです

か。 

 

○山口ゆたか委員長 はい。 
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○西岡勝成委員 もちろん説明は必要だと思

いますが、会社としては、先ほど私が最初に

言ったように、地域に残って自力で自分たち

の責任のもとに償還をしていくと、責任を果

たしていくというのが大きな前提でございま

す。会社というのは、借金ばっか返しよった

ら後が続かぬようになってつぶれてしまう。

やはり次の時代を見据えた設備投資なりそう

いうものもやっていかなければなりませんの

で、ある意味、この借金だけを考えてしまう

と会社の次の時代が来ないということでもあ

りますので、その辺は我々も理解をしなが

ら、チッソがいかに長く残って、自力で地域

のため患者のために頑張るというスタンスは

とれるような体制でやっていかなければなら

ないと思っております。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○重村栄委員 この労働条件等の実態調査の

件なんですけれども、２ページの雇用者に占

める正社員の割合が1.6ポイント減ですね。

この辺の何か社会情勢の変化というのはどう

いうのがあるのか、少し説明を加えていただ

きたいと思うのですが。 

 それと、もう１つ、４ページの係長以上の

管理職に占める女性の割合が6.2ポイント増

とあるんですけれども、これは、公、民、ど

っちがどうなのか、どっちも同じような傾向

なのか。要するに、地方自治体の関係でふえ

ているのか、民間がふえているのか、どっち

も含めて同じような状況でふえているのか、

その辺もう少しわかれば教えてもらいたいん

ですけれども。 

 

○松岡労働雇用課長 まず、１点目の正社員

あるいは正社員以外の方の割合の傾向とその

理由ということでございます。 

 今回の調査は、正社員をまず５名以上雇っ

ている企業というのを対象にしていますの

で、正社員の割合が比較的高く出ておりま

す。通常、新聞紙上で出てくる非正規の方の

割合はもう少し高くなっておりまして、要

は、労働者に焦点を当てた調査で、総務省が

やっております就業構造基本調査、これで比

較をしているデータがほとんどなんですが、

そちらでいいますと、県の非正規雇用は36.8

％になって、国は38.2％、若干高いんです

が、今回のこの調査よりか少し高目に出てお

ります。 

 過去を比較しますと、この非正規の方の割

合、少しずつではありますが、増加をしてい

るようです。 

 １つは、その労働法制の改正で、派遣ある

いはそのパートタイマーの雇用というのがい

ろんな雇い方がふえたということもあろうか

と思っておりますし、働き手のほうの事情

で、最初からその正社員を選ばずに非正規を

選んでいる方も多いというようなお話も伺っ

ております。 

 我々としては、正規を希望しながら非正規

になっている方の支援ということで、いろん

な緊急雇用基金を利用した処遇改善の取り組

み、要は非正規から正規にキャリアアップす

るための支援等をやっておりますけれども、

なかなか、この数字の状況といいますか、非

常に厳しいものがあると認識しております。 

 現在、この労働基準法の改正、あるいは限

定正社員ということで、いろんな非正規の中

でも、地域あるいは業種を限定して、正社員

に準じたような働き方、制度改正というのも

なされておりますので、そういうようないわ

ゆる働き方の提案あたりも進めていきたいと

思っております。 

 それと、２点目の女性の管理職の登用状況

ですが、済みません、ちょっと今、公、民、

いわゆる行政での統計と民間での統計、手持

ちがありませんので、後ほど男女参画・協働
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推進課あたりからデータをいただいて、先生

のほうにはお届けしたいと思います。 

 

○山口ゆたか委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。ないようでしたら、

これで質疑を閉じたいと思います。 

 それでは最後に、その他に入ります。委員

の皆様方から何かありませんか。 

 

○西岡勝成委員 真崎部長にちょっとお尋ね

したいんですが、今、地域創生で、地場産業

なりそういう要するに地方の活力を再生する

ためには、やはり企業なり農林水産業なりそ

ういうものが元気にならないといかぬという

ことなんですけれども、非常に時代の流れの

中で疲弊し過ぎていますけれども、私は、金

利面から見て、例えば国が関与している国金

とか政策金融公庫とか、あの辺はもう公定歩

合が0.1ぐらいだから、貸し付けも優秀な企

業にはもう0.7とか幾らで貸してるんです

よ。 

 それと、この前も小規模事業者の条例改正

をさせてもらいましたけれども、あの辺のク

ラスは４％とか５％なんですよ。要するに10

倍ぐらい違う部分も下手すればある。そんな

に、競争を一緒にやっていくのに余りにもこ

の――危険率が高いから金利が高いんでしょ

う。それはわかりますけれども、それにして

も余りにも差があり過ぎる。やっぱり地場産

業を育成していく、中小企業を育成していく

ためには、地場銀行とかそういうところも少

々働きかけながらやっていかないと、ここの

金利のところで物すごいギャップを抱えなが

ら小規模事業者、中小企業というのはやって

いるんです。 

 ちょっと実態を、どのくらいの金利差があ

るのか。本当、政府系の金利は、もう公定歩

合が0.1ですから、かなり安い金利で、１％

届かないところで政策金融公庫あたりは貸し

ているんですね。そういうのは、やっぱりち

ょっとその辺からも手を入れていかないと、

地場産業育成育成と言い、片や一方では、金

利のために働くような状況下もあるわけです

から、もう少しその辺は、やっぱり地域を興

すなら、やっぱりその辺の弱者の立場の人た

ちを――最近保証人とか随分やわらかくなり

ましたけれども、例えば保証協会あたりも、

担保取り、出資金取り、保証料取り、する

と、もうだんだんだんだん上乗せしてくるん

ですよ。 

 その辺のこともやっぱり考えないと、地方

が元気になれ元気になれと言っても、なかな

かそのギャップだけでもやおいかんし、逆に

地方のところで金融機関は稼いでいるという

部分もあるんじゃないかと思うんですね。 

 都市部で安い金利で貸して、田舎で高い金

利で貸しているというような実態もあります

ので、ぜひ、金利幅あたりは、高利貸しじゃ

ないでしょうけれども、そういう実態を、平

均でいいですから――かなり違いますよ。そ

の辺をちょっと調査してほしいんですけれど

も、どうですか。 

 

○山口ゆたか委員長 まずは、伊藤課長に聞

いていいですか。 

 

○伊藤商工振興金融課長 金利の件でお尋ね

でございますので。 

 確かに、政府系金融機関につきましては、

今現在、低金利で、非常に積極的に、これは

国の経済対策等もございまして融資をしてい

る実態はございます。 

 特に、国の政策上、小規模事業者いわゆる

マル経融資を積極的に展開しておりまして、

小規模事業者への融資というのも、政府系金

融機関、相当低利でやっているというふうに

聞いております。金利自体、正確なことはち

ょっと今資料はございませんが、私どもで把

握しているのは、1.5以下の金利で、小口い

わゆる20人、５人以下の小規模事業者への融
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資もやっているというふうに聞いておりま

す。 

 それと、一方で、委員御指摘の地域の金融

機関の動向でございますけれども、地域金融

機関につきましても、基本的には金利は徐々

に下がってきているというふうに聞いており

ます。ただ、民間の場合は、なかなか標準金

利というものを、貸付金利でございますけれ

ども、これについては公表しておりません

で、私どもも、実態がどういうふうに動いて

いるかというのはなかなか把握し切れてない

というのが現状でございます。 

 ただ、一般的には、これはもう非常に一般

論で申しわけございませんけれども、中小企

業信用リスクデータベースというのを、それ

ぞれ金融機関、これは投資的なものですが、

これである程度ランクを、１から９ぐらいの

ランクがございますが、そのランクに見合っ

て大体融資の利率を決めるというのが一般的

な今現在のやり方になっております。 

 そういうものを踏まえまして、県の制度融

資におきましては、県のほうから、預託金

を、ある程度預託倍率を引き下げることによ

って金融機関に低利の県の余裕金を預託しま

して、その効果で金利をできるだけ引き下げ

るようなお願いを今後もしていきたいという

ふうに思っておりますし、保証料につきまし

ても、積極的に県のほうで補助を広げていき

たいという形で今現在予算の要求等を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 景気も少しずつ上向いてき

て、倒産件数も随分減ってきてますよね。そ

ういう流れをやっぱり金融機関もちゃんと受

けとめていただいてしていかないと、弱いと

ころに結局ずっと弱さが残って引きずってい

くという形であれば、いつまでたっても地方

というのが元気になってこない。大企業、中

小企業の元気なところだけが元気になってい

くというような状況ですから、共産主義社会

じゃないので言えませんが、やっぱり地方を

元気にしようと思うなら、やっぱりその辺か

らも手を入れないと、なかなか頑張っている

企業も、金利負担のウエートが高過ぎて、飛

躍といいますか、前進できない部分もありま

すので、その辺は、この機会に、ぜひやっぱ

り政策面からも考えていただきたいと思いま

す。 

 

○鎌田聡委員 済みません。先週の熊日新聞

に水俣市の土壌から基準値の11倍に当たる水

銀が検出されたということで、市民団体の方

々が調査されてからの結果ということであり

ましたけれども、これを受けとめて、県は調

査か対策か打たれたんでしょうか。 

 

○川越環境保全課長 先週、土壌から高い濃

度の水銀が検出されたと報道がありましたこ

とから、県としましては、詳細な調査地点の

情報収集に努めまして、地元からの情報と調

査を行った人への確認によりまして、最大17

0ppmという水銀を検出した土壌の採取場所を

特定することができました。ここの場所につ

きましては、昭和30年ごろ海域だった部分を

埋め立てられた場所というようなことでござ

います。 

 実際、この土地に対する対応の経緯につき

ましては、水俣市が、昭和50年に、この土地

で実施した調査結果に基づきまして、昭和50

年に調査したやつが高濃度の水銀値を含んで

いたというようなことで、県のほうの指導に

よって土地所有会社が昭和52年等に覆土を施

工しております。 

 また、この土地所有者も、敷地内での排水

口の水でありますとか地下水でありますとか

の調査を実施しておりまして、その調査結果

は水銀の溶出は検出されていないということ

でございます。先週、現地に赴きまして状況

を確認しましたところ、大体とられたという
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ようなほぼ同様の場所で、その土地所有者も

調査を行って、確かに水銀は検出したという

ふうでございます。 

 現状、状況を見ますと、埋め立てられたと

ころの覆土が浅いというようなことで、ま

た、立ち入り防止用の柵でございますけれど

も、過去につくられておりまして、柵が朽ち

ておるということでございます。土地所有者

も課題を認識しており、今後誤って一般の方

が立ち入ることがないように柵を設けるとい

うようなこととともに、飛散防止のために覆

土をすると、覆土をした後、さらにアスファ

ルトで表面を舗装するというようなことの回

答を得ております。 

 土地所有会社としましては、今回の件を踏

まえ、ほかにもないのかという部分あたりを

きちんと確認し体制を整えてまいりたいとい

う回答を得ております。 

 県としましては、会社や水俣市と連携しま

して、会社に対する必要な助言等を実施して

まいりたいと思っております。 

 

○鎌田聡委員 状況はわかりました。 

 県としての対応としては、土地所有者の会

社が覆土をして、柵は当然でしょうけれど

も、覆土をしたらここはもう飛散しないとい

う判断でよろしいんですよね。 

 

○川越環境保全課長 はい。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○重村栄委員 12月議会だったですかね、中

小企業振興条例の変更、改定をしましたけれ

ども、あれは小規模事業者を支援する法律と

の兼ね合いでやったんですけれども、先般、

荒尾の商工会議所が、小規模事業者の方を30

名ぐらいだったかな、集めて、法律の制定に

一生懸命努力していただいた松村参議を呼ん

で、支援法の小規模事業者の支援の法律の趣

旨、活用をぜひしてほしいという話をしたん

ですけれども、非常に小規模事業者の方から

は好評だったんですよね。 

 そのとき行けなかった人にも、またもう一

回してほしいなという声も出ているぐらいな

んですが、ほかの地域で、この法律との兼ね

合い、あるいは条例等の関係で、商工団体等

がどんなふうな取り組みをされているのか、

県とのかかわり合いも含めて、今後どういう

ふうなことをされそうなのか、今までされて

いるのか。せっかくいい法律ができているの

で、法律の趣旨あるいはもっと活用の仕方、

こういったものは十分と啓発をすべきだし、

取り組みを進めるべきだと思うのですけれど

も、県がどういうふうなかかわりを持とうと

しているのか、市町村の商工団体等も含めて

どんなふうなのか、状況をちょっと教えても

らえればと思います。 

 

○髙口総括審議員 小規模事業者につきまし

ては、12月の議会で上程いただきました中小

企業振興基本条例の改正を踏まえて、今県の

ほうで既にやっているのは、ホームページ等

に掲載をさせていただくとともに、商工関係

団体のほうには、この条例改正の内容につい

ては、周知というか文書で今通知していると

ころでございます。 

 今後は、この条例改正の内容を詳しく説明

したようなチラシ、パンフレットというんで

しょうか、近々今準備を進めておりまして、

それから、今後、２月補正あるいは当初予算

のほうで、この関係の取り組みについて少し

県のほうでも現在考えておりますので、こう

いったものを含めて、今後、一緒に説明した

ほうが中小企業の方、小規模事業者の方には

わかりやすいと思いますので、そういったも

の等含めて、今後、各商工団体とも連携しな

がら、周知活動、それから具体的な支援活動

に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 
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○重村栄委員 意外に末端の小規模者のとこ

ろにまで届かないケースが多いんですよね。

今回荒尾であったときも、終わってから、そ

ういうのがあったら行くんだったとか言う人

も結構いて、そういう可能性があると思いま

すので、商工団体をただ通じると途中でとま

ってしまう危険性があるので、その辺の徹底

を十分していただいて、せっかくいい法律が

できていますので、県としても、地域の方々

の支援をしながら、しっかりと情報提供をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了し

ました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第８回経済環

境常任委員会を閉会します。 

 お疲れさまでございました。 

  午前11時１分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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